
清掃業務仕様書 

 

1. 件     名 

三重県サンアリーナ清掃委託業務 

 

2. 委 託 内 容 

本委託業務は、指定箇所の日常並びに定期清掃を主たる業務とし、良好な環境衛生の維持と建

材の保全に努めること。特にガラス清掃を含む高所作業等については労働安全衛生法等を遵守

して安全管理に万全を期すること。 

なお、用水、電力の使用については必要最小限にとどめ、特に照明は作業終了後ただちに消灯

すること。 

 

3. 一 般 事 項 

本仕様書は委託契約書に付随する約款の下で適用されるものとする。 

 

4. 契 約 期 間 

委託契約書及び約款に記載する通りとする。 

 

5. 業 務 場 所 

(1) 施設名    三重県営サンアリーナ 

(2) 所在地    三重県伊勢市朝熊町鴨谷4383番地の4 

(3) 建物の構造  鉄筋コンクリート造・鉄骨造・3階 

(4) 建物規模   延床面積24,312㎡ 

 

6. 業 務 の 内 容 

本契約にかかる清掃業務は、別記１「清掃場所一覧表（リストＡ～Ｋ）」及び別記２「清掃業務

詳細仕様書」に基づき行うものとする。 

(1) 日常清掃 

ア. 床清掃…箇所は、リストＡに示す 

イ. 床以外清掃…同上、リストＢに示す 

ウ. メインアリーナ、サブアリーナの座席清掃…同上、リストＣに示す 

エ. 更衣室、シャワールーム清掃…同上、リストＤに示す 

オ. その他清掃…同上、リストＥに示す 

カ. イベント時の巡回清掃…同上、リストＫに示す 

(2) 特別清掃 

上記、日常清掃と別にトイレ及び特殊床の特別清掃の実施すること。 

ア. トイレ特別清掃…箇所及び回数は、リストＦに示す 

イ. 硬質床特別清掃…同上、リストＧに示す 

ウ. 繊維床特別清掃…同上、リストＨに示す 

エ. 弾性床特別清掃…同上、リストＩに示す 

オ. ガラス・サッシ枠特別清掃…同上、リストＪに示す 

(3) ゴミ収集 

サンアリーナ施設の通常利用時においては、ゴミ収集箱から集積所までの運搬、集積ゴミ

の分別及び適量な分量への梱包を行うものとする。 

(4) 本委託業務の範囲 

大会、イベント、集会、興行など特定の大人数利用の場合は、原則として利用者（主催者）

によるゴミ処理を義務付けるため、本委託業務に含まれないものとし、その対象について



は都度、事前に甲と協議して決定する。 

 

7. 受託者の業務 

(1) 作業従事者の身分の明確化 

乙は、本業務の実施に先立って、作業従事者の氏名を記載した名簿を甲に届けなければな

らない。作業従事者を変更する場合も同様とする。 

(2) 乙は、作業従事者に対して制服及び名札を着用させなければならない。 

(3) 作業責任者 

乙は、本業務を円滑に執行するため、作業従事者の内から作業の現場における実施責任者

（「作業責任者」という。）を選任し、甲に届け出なければならない。 

作業責任者は、契約内容の履行、作業従事者の監督、関連部署との連絡調整、作業従事者

の服務管理について総括すること。 

 

8. 作 業 時 間 

(1) 乙は、建物内外に作業従事者を適正に配置し、常時清掃作業を行うものとする。 

(2) 通常は、8時45分から17時15分の間に行うものとする。ただし、貸館の使用状況に応じ

て早朝、夜間に清掃を必要とする場合は、この限りではない。また、清掃作業は、貸館の

使用状況に応じて、貸館業務に支障を来たさない日時に行うこと。 

 

9. 費 用 負 担 等 

(1) 本作業に使用する機械、器具、材料等は、すべて品質良好なもので、予め検査を受けた品

質か、これと同等以上のものを使用すること。本作業に使用する機械などは乙の負担とす

る。 

(2) トイレットペーパー、ビニール袋（ゴミ用、トイレ用）、石鹸等は、甲の負担とする。支給

品の保管は、管理簿等により、乙の負担で行うこと。 

(3) 受託業務遂行のために必要な用水、電力、ロッカー、机、資材置場等は、甲が無償で貸与

する。また、業務作業員の事務室（控室）は、甲において無償提供する。 

(4) ゴミ処理費は、乙の負担とする。（年間；20,000㎏程度） 

 

10. 作業計画書等の提出 

(1) 乙は、特別清掃の実施にあたり、事前に甲と協議し、作業計画書を提出しなければならな

い。 

(2) 乙は、特別清掃実施後、作業報告書を当該月末または翌月初めまでに甲に提出しなければ

ならない。 

(3) 乙は、日常清掃の作業終了後、作業業務報告書（日報）に必要事項を記入し、翌朝作業責

任者より、甲に提出報告すること。 

(4) 上記の報告書の様式は甲と協議のうえ定めることとし、その作成費用は乙の負担とする。 

(5) 甲は、本業務に関して調査し、又は報告を求め、必要のある時は改善を命ずることができ

る。この場合、乙は、直ちにこれに応じてその結果を報告しなければならない。 

(6) 持込備品リストの提出 

乙は、契約締結後速やかに本業務にかかる持ち込み備品リストを提出し、甲の承諾を得る

ものとする。 

 

11. 作業管理等 

(1) 鍵の管理 

貸与した鍵は、慎重に扱い、業務を遂行するため必要な時間と場所に限って使用すること。 

(2) 安全管理 

作業の実施にあたっては、作業従事者の安全に十分配慮し、衛生及び火気の取り扱いにつ



いて注意するとともに、甲や貸館利用者の安全確保のために、次の事項について十分注意

すること。 

ア. 塵埃を飛散させないこと。 

イ. 清掃器具、使用物品の取り扱いに注意し、三重県営サンアリーナ施設・備品等を損傷

しないこと。 

ウ. 消防法第2条第7号に規定する発火性、又は引火性の危険物は絶対に使用しないこと。 

 

12. 作業上の留意事項 

(1) 清掃作業は、三重県営サンアリーナの特殊性を考慮し、特に次の事項に留意すること。 

ア. 三重県営サンアリーナの業務に支障のないよう実施すること。 

イ. 作業が一般利用者の支障にならないよう注意すること。 

ウ. 常に利用者から見られていることを認識し、不必要な私語、態度をとらないよう注意

すること。 

エ. 教育・文化施設であることを十分認識し、利用者には良好な態度で接すること。 

オ. 喫煙は指定の場所以外でしないこと。 

(2) 乙は、作業従事者の労務管理及び健康管理等を適正に行うとともに、作業従事者に事故が

ある時は、代替要員を確保し業務に支障のないように留意すること。 

(3) その他、細部については甲の指示を受けること。 

 



















別記２ 

清掃業務詳細仕様書 

 

Ⅰ 定期清掃・巡回日常清掃 

 

Ⅰ－１ 玄関ホール 

1.床の清掃 

除塵 
自在ほうき又はフロアーダスターによる除塵 
バフィングパッド方式又はパウダー方式によりクリーニングを行う。なお、方法は特
記による。 

隅 
自在ほうき、広い場所はフロアーダスター又は自在ほうきで掃き、集めたごみは所定

の場所に搬出する。 

水拭き 部分水拭き（汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。） 

 

2.床以外の清掃 

フロアマット 除塵 真空掃除機で吸塵 

扉ガラス 部分拭き 汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きをする。 

什器 除塵 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 

灰皿 吸殻収集 吸殻を収集し、灰皿はタオルで拭く。 

ごみ箱 ごみ収集 
ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで拭き及び乾拭きをす

る。 

金属部分 除塵 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 

 

3.日常巡回清掃 

床 

[弾性床・硬質床] 
部分水拭き 汚れ、水滴等が付着した部分はモップで拭く。 

灰皿 吸殻収集 灰皿を点検して、吸殻を収集し、タオルで拭く。 

ごみ箱 ごみ収集  

フロアマット 除塵 真空掃除機で吸塵する。 

 

 

Ⅰ－２ 事 務 所 



1.床の清掃 

弾性床 

除塵 
自在ほうき又はフロアーダスターによる除塵 
隅は自在ほうき、広い場所はフロアーダスター又は自在ほうきで掃き、集
めたごみは所定の場所に搬出する。 

部分水拭き 汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。 

繊維床 除塵 真空掃除機で除塵する。（容易に除去できるしみ取りを含む） 

 

2.床以外の清掃 

ごみ箱 ごみ収集 
ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きを

する。 

 

 

Ⅰ－３ 会 議 室 

1.床の清掃 

弾性床 

除塵 
自在ほうき又はフロアーダスターによる除塵 
隅は自在ほうき、広い場所はフロアーダスター又は自在ほうきで掃き、集
めたごみは所定の場所に搬出する。 

部分水拭き 汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。 

繊維床 除塵 真空掃除機で除塵する。（容易に除去できるしみ取りを含む） 

 

2.床以外の清掃 

ごみ箱 ごみ収集 
ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きを

する。 

什器備品 拭き タオルで水拭きをする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。 

窓台 

除塵 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 

拭き タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 

 

 

Ⅰ－４ 廊下及びエレベーターホール 

1.床の清掃 

弾性床 

硬質床 

除塵 
自在ほうき又はフロアーダスターによる除塵 
隅は自在ほうき、広い場所はフロアーダスター又は自在ほうきで掃き、集
めたごみは所定の場所に搬出する。 

部分水拭き 汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。 



繊維床 除塵 真空掃除機で除塵する。（容易に除去できるしみ取りを含む） 

 

2.床以外の清掃 

ごみ箱 ごみ収集 
ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きを

する。 

 

3.日常巡回清掃 

弾性床 

硬質床 
部分水拭き 汚れ、水滴等が付着した部分は、モップで拭く 

繊維床 除塵 汚れ等が付着した部分は、カーペットスイーパーで回収して除塵する。 

ごみ箱 ごみ収集 ごみを収集する。 

 

 

Ⅰ－５ 便所及び洗面所 

1.床の清掃 

弾性床 

硬質床 

除塵 
自在ほうき又はフロアーダスターによる除塵 
隅は自在ほうき、広い場所はフロアーダスター又は自在ほうきで掃き、集
めたごみは所定の場所に搬出する。 

部分水拭き 汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。 

 

2.床以外の清掃 

ごみ箱 ごみ収集 
ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きを

する。 

扉及び便所面

台のへだて 
部分拭き 汚れた部分は、水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 

洗面台及び 

水栓 
拭き スポンジで適正散在を塗布し、洗浄のうえ、タオルで拭く。 

鏡 拭き 適正洗剤を用いて乾拭きする。 

衛生陶器 洗浄 適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。 

衛生消耗品 補充 トイレットペーパー、水石鹸を補充する。 

汚物容器 汚物収集 内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分はタオルで拭き及び乾拭きする。 

 

 



3.日常巡回清掃 

床

[弾性床・硬質床] 
部分水拭き 汚れ、水滴等が付着した部分はモップで拭く。 

ごみ箱 ごみ収集  

洗面台 拭き 汚れた部分は、タオルを用いて拭く。 

鏡 拭き 汚れた部分は、タオルを用いて拭く。 

衛生陶器 洗浄 汚れた部分は、適正洗剤で洗浄し、拭く。 

衛生消耗品 補充 トイレットペーパー、水石鹸を補充する。 

汚物容器 汚物収集 内容物を収集する。 

 

 

Ⅰ－６ 湯 沸 室 

1.床の清掃 

弾性床 

除塵 
自在ほうき又はフロアーダスターによる除塵 
隅は自在ほうき、広い場所はフロアーダスター又は自在ほうきで掃き、集
めたごみは所定の場所に搬出する。 

全面水拭き 全面をモップで水拭きをする。 

 

2.床以外の清掃 

流し台 洗浄 中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。 

厨芥収集 厨芥収集 容器を適正洗剤で清掃する。 

 

3.日常巡回清掃 

床

[弾性床・硬質床] 
部分水拭き 汚れ、水滴等が付着した部分はモップで拭く。 

 

Ⅰ－７ エレベーター 

1.床の清掃 

弾性床 

除塵 真空掃除機で吸塵する。 

部分水拭き 汚れ、水滴等が付着した部分は、モップで拭く 



硬質床 

除塵 
自在ほうき又はフロアーダスターによる除塵 
隅は自在ほうき、広い場所はフロアーダスター又は自在ほうきで掃き、集
めたごみは所定の場所に搬出する。 

部分水拭き 汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。 

フロアマット 除塵 真空掃除機で吸塵する。 

 

2.床以外の清掃 

壁・扉・操作

盤 
部分拭き 汚れた部分は、水拭き又は適正洗剤で拭く。 

扉溝 除塵 真空掃除機で吸塵する。 

 

3.日常巡回清掃 

床

[弾性床・硬質床] 
部分水拭き 汚れ、水滴等が付着した部分はモップで拭く。 

 

 

Ⅰ－８ 階  段 

1.床の清掃 

弾性床 

除塵 
自在ほうき又はフロアーダスターによる除塵 
隅は自在ほうき、広い場所はフロアーダスター又は自在ほうきで掃き、集
めたごみは所定の場所に搬出する。 

全面水拭き 汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。 

硬質床 

除塵 
自在ほうき又はフロアーダスターによる除塵 
隅は自在ほうき、広い場所はフロアーダスター又は自在ほうきで掃き、集
めたごみは所定の場所に搬出する。 

部分水拭き 汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。 

繊維床 除塵 真空掃除機で吸塵する。（容易に除去できるしみ取りを含む） 

 

2.床以外の清掃 

手すり 拭き タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 

窓台 

除塵 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 

拭き タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 

 

 



Ⅰ－９ メイン・サブアリーナフロアー 

1.床の清掃 

フローリング 除塵 全面モップで乾拭きをする。 

 

 

Ⅰ－10 アリーナ観客席床 

1.床の清掃 

繊維床 

除塵 真空掃除機による除塵 

しみ取り 
しみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤（水溶性又は油容性）を用いて、

しみを取る。 

 

2.床以外の清掃 

手すり 拭き タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 

窓台 

除塵 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 

拭き タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 

 

 

Ⅰ－11 アリーナ観客席（布地椅子） 

［メインアリーナ 固定数；4,890席・可動席 2,180席 / サブアリーナ  固定席 1,002席］ 

繊維床 

除塵 真空掃除機による除塵 

しみ取り 
しみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤（水溶性又は油容性）を用いて、

しみを取る。 

 

 

Ⅰ－12 シャワールーム及び脱衣室 

1.床の清掃 

硬質床 

〔浴室・シャワーブース内〕 
洗浄 適正洗剤を用いて、モップ又はタオルで洗剤拭き及び水拭きをする。 

弾性床又は 

木床 

〔更衣室〕 

除塵 

①自在ほうき又はフロアーダスターによる除塵 

隅は自在ほうき、広い場所はフロアーダスター又は自在ほうきで掃き、
集めたごみは所定の場所に搬出する 

②真空掃除機を併用する除塵 

隅は自在ほうき、広い場所はフロアーダスター又は自在ほうきで掃き、

集めたごみは所定の場所に搬出する。 

拭き 適正洗剤を用いて、ブラシ又は床磨き機により洗浄し、水洗いする。 



繊維床 除塵 真空掃除機で吸塵する。（容易に除去できるしみ取りを含む） 

 

 

2.床以外の清掃 

壁

〔浴室・シャワーブース内〕 
拭き スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。 

ごみ箱 ごみ収集 
ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きを

する 

扉 部分拭き 汚れた部分を水拭き又は適正洗剤を用いて除去する。 

洗面台 拭き スポンジで専用洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。 

鏡 拭き 乾拭き及び適正洗剤を用いて仕上げる。 

椅子・洗面器 拭き スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭き、整理する。 

水栓・シャワ

ー金具等 
拭き スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く 

排水口 ごみ収集 ごみを収集し、目皿を水で洗う。 

足拭マット 乾燥 足拭きマットを乾燥させる 

脱衣箱、脱衣

籠 
拭き タオルで拭き、整理する。 

消耗品 補充 指定された消耗品（石鹸、ペーパー類）を補充する。 

 

 

Ⅰ－13 屋外周辺 

出入口軒先・デッキ等の建物周辺 

除塵 自在ほうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 

水拭き 汚れの目立つ部分をモップで水拭きする。 

 

 

Ⅰ－14 その他清掃 

1.建物周辺インターロッキング 



拾い掃き ごみ・落ち葉等の拾い掃き。巡回して粗ごみを拾う。 

 

2.緑地帯 

拾い・掃き ごみ・落ち葉等の拾い掃き。巡回して粗ごみを拾う。 

散水 渇水時に軽微な散水をする 

 

3.照明器具 

拭き 
適正洗剤を用いて管球、反射板、カバー等を拭き、水拭きして仕上げる。 
汚れが落ちない場合は、更に適正洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 

 

 

Ⅱ ゴミ収集 

 

Ⅱ－１ ごみ収集 

1.中継所から集積所までの運搬 

・ごみ中継所に集められたごみ・吸殻等は、区別して集積所まで運搬する。 

 

2.分別 

・集められたごみは、種類ごとに分別する。 

 

3.梱包 

・集められたごみは、適当な分量に梱包する。 

 

Ⅱ－２ 年間ゴミ処分量   20,000㎏程度 

1.年間ゴミ処理想定量 

・可燃物10,800kg程度、不燃物3,600㎏程度、リサイクルゴミ5,400㎏ 

 

2.回収回数 

①最低3日に1回は、回収し、伊勢市清掃センターまで運搬し、処分をすること。 

②サンアリーナ周辺から出たゴミ年間20,000㎏まで処分すること。 

 

 

Ⅲ 特別定期清掃 

 

Ⅲ－１ トイレ 

床・壁面・洗面台・扉及び便所面台洗浄（床保護剤が塗布されていない場合） 

①椅子等軽微な什器の移動を行う。 

②床面・壁面・洗面台・扉及び便所面台の除塵を行う。 

ｱ.自在ほうき又はフロアーダスターによる除塵 

隅は自在ほうき、広い場所はフロアーダスター又は自在ほうきで掃き、集めたごみは所定の

場所に搬出する。 

ｲ.真空掃除機を併用する除塵 



隅は真空掃除機で、広い場所はフロアーダスター又は自在ほうきで掃き、集めたごみは所定

の場所に搬出する。 

③床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないよう塗布する。 

④洗浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。 

⑤吸水機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 

⑥全面をモップで2回以上水拭きをして、汚水や洗浄分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。 

⑦移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。 

 

Ⅲ－２ 御影石・石材タイル 

一般床洗浄（床保護剤が塗布されていない場合） 

①椅子等軽微な什器の移動を行う。 

②床面の除塵を行う。 

ｱ.自在ほうき又はフロアーダスターによる除塵 

隅は自在ほうき、広い場所はフロアーダスター又は自在ほうきで掃き、集めたごみは所定の

場所に搬出する。 

ｲ.真空掃除機を併用する除塵 

隅は真空掃除機で、広い場所はフロアーダスター又は自在ほうきで掃き、集めたごみは所定

の場所に搬出する。 

③面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないよう塗布する。 

④浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。 

⑤吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 

⑥全面をモップで2回以上水拭きをして、汚水や洗浄分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。 

⑦移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。 

 

Ⅲ－３ 絨毯・タイルカーペット 

除塵 
①真空掃除機で吸塵する。（容易に除去できるしみ取りを含む） 
②カーペットスイーパーのよる除塵 
床表面の粗ごみをカーペットスイーパーで回収して除陣する。 

しみ取り 
しみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤（水溶性又は油容性）を用いて、しみを取

る。 

補修

〔スポットクリニング〕 
バフィングパッド方式又はパウダー方式によりクリーニングを行う。 

洗浄

〔全面クリーニング〕 
カーペット床全面を清掃し、丁寧に汚れを除去する。 

 

 

Ⅲ－４ ビニールタイル・塩ビシート 

表面洗浄を行う。ただし、汚れの目立つ部分については、剥離線洗浄を行う。 

1.表面洗浄 

①椅子等軽微な什器の移動を行う。なお、線浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は、適正な

養生を行う。 

②床面の除塵を行う。 

ｱ.自在ほうき又はフロアーダスターによる除塵 

隅は自在ほうき、広い場所はフロアーダスター又は自在ほうきで掃き、集めたごみは所定の

場所に搬出する。 

ｲ.真空掃除機を併用する除塵 

隅は真空掃除機で、広い場所はフロアーダスター又は自在ほうきで掃き、集めたごみは所定



の場所まで搬出する。 

③床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。 

④洗浄用パッド（赤）を装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。 

⑤吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 

⑥床全面をモップで2回以上水拭きして、汚水や洗浄分を除去した後、十分乾燥させる。 

⑦樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りをし、十分に乾燥する。 

⑧樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として1回（格子塗り）とする。 

⑨移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。 

 

2.剥離洗浄 

①椅子等軽微な什器の移動を行う。なお、洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は、適正な

養生を行う。 

②床面の除塵を行う。 

ｱ.自在ほうき又はフロアーダスターによる除塵 

隅は自在ほうき、広い場所はフロアーダスター又は自在ほうきで掃き、集めたごみは所定の

場所に搬出する 

ｲ.真空掃除機を併用する除塵 

隅は真空掃除機で、広い場所はフロアーダスター又は自在ほうきで掃き、集めたごみは所定

の場所まで搬出する 

③剥離用パッド（黒）を装着した床磨き機で洗浄する。 

④吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 

⑤剥離状況を点検し、不十分な箇所がある場合は、再度剥離作業を行う。 

⑥床剤表面を中和させるため、床磨き機で水洗いを行う。 

⑦吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 

⑧床全面をモップで3回以上水拭きして、汚水や剥離剤を除去した後、十分に乾燥させる。 

⑨樹脂床維持剤をモップで、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥した後塗

り重ねる。 

⑩樹脂床維持剤の塗布回数は特記による。特記のない場合は、３回（格子塗り）とする。 

 

3.補修（空バフィング〔スプレークリーニング〕） 

①汚れた部分は、水又は専用補修液をスプレーし、パッド（赤又は白）を装着した床磨き機で乾

燥するまで研磨する。なお、汚れが目立つ場合は、適正に希釈した表面洗浄用洗剤を用いる。 

②削り取られたかすを取り除き、スプレーバフィングを行った箇所を水拭きした後、樹脂床維持

剤を塗布して補修する。 

 

Ⅲ－５ ガラス・サッシ 

1.作業資格者 

①2ｍ以上の高所作業を行う場合の作業員は、労働安全衛生法による講習を受講し修了証を携帯し

ている者又は高所作業車運転技能講習修了書とする。 

②ゴンドラ作業を行う作業員は、ゴンドラ安全規則の講習修了者とする。 

 

2.窓ガラス洗浄 

ガラス面に水又は中性洗剤を塗布し、汚れを除去して、窓用スクイジーで汚水を除去する。 

①ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。 

②ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。なお、熱線反射ガラスは金属皮膜が施されているた

め窓用スクイジー等で傷をつけないよう作業を行うとともに、微粉塵によって傷がつくおそれ

があるので、水又は洗浄液を十分に塗布してからスクイジー操作又は作業を行う。さらに、金

属皮膜は、強酸性洗浄剤や強アルカリ性洗浄剤等に影響を受けるので、水又は中性洗剤を使用



する。また、飛散防止等を目的としてガラス面にフィルムが貼られている場合も、同様に行う。 

 

3.外部建具 

①刷毛又は真空掃除機等で建具の表面や溝の除塵をする。 

②適正洗剤を用いて汚れを磨き洗いして除去し、汚水を拭き取る。 

③タオルで水拭きを行い、乾拭きをして仕上げる。 

 



設備運転管理業務仕様書 

 

1. 件     名 

三重県サンアリーナ設備運転管理委託業務 

 

2. 委 託 内 容 

本委託業務は、県営サンアリーナの施設に設置されている電気設備、冷暖房設備（遠方操作、

状態監視を含む）給排水設備、衛生設備、消防設備の日常監視点検、記録、機器の操作ならび

に冷暖房設備、給排水設備、衛生設備の定期点検、受水槽、冷却塔の水質検査及び受水槽、貯

湯槽の点検清掃、ネズミ・害虫の防除、照度及び空気環境、煤煙の測定とする。 

 

3. 一 般 事 項 

本仕様書は委託契約書に付随する約款の下で適用されるものとする。 

 

4. 契 約 期 間 

委託契約書及び約款に記載する通りとする。 

 

5. 業 務 場 所 

伊勢市朝熊町字鴨谷4383番地4  三重県営サンアリーナ内 

 

6. 業 務 の 内 容 

本契約にかかる設備運転管理業務の種類は以下の通りとする。 

(1) 設備操作監視管理業務…別記 1 

(2) 機械設備定期点検業務…別記 2 

(3) その他維持管理業務……別記 3 

 

7. 作業従事者及び保有資格 

(1) 乙は、本委託業務を遂行するため3名以上の作業従事者を選任し、その中から作業責任者

を定めなければならない。作業責任者は、契約内容の履行、作業従事者の監督、関連部署

との連絡調整、作業従事者の服務管理について総括すること。なお、この作業責任者を約

款第4条第1項に記載する統括管理責任者が兼務することができるものとする。 

(2) 前項の作業従事者の中で、以下の作業・運転資格を有していること。 

ア. 第1種電気工事士 

 

8. 管 理 指 針 値 

点検にあたっての管理指針値（標準値又は許容値）は、乙の推奨する標準値、許容値又は製造

業者等の規格値も準用するものとする。 

 

9. 提 出 書 類 

乙が本委託業務を履行するにあたっては、以下の書類等を提出すること。 

(1) 月間作業計画書 

乙は月毎に作業当該月の前月末までに、業務履行上の問題点や実施スケジュール等につい

て、甲と十分協議を行い、下記事項を記載した作業計画書を作成し、甲に提出しなければ

ならない。ただし、甲の指示（承諾）により記載内容を含め一部を省略することができる。 

ア. 作業概要 

イ. 全体行程表 

ウ. 作業工程表 



エ. 作業組織表（常駐作業従事者以外の作業従事者による作業の場合） 

オ. 作業項目、点検項目、点検要領書等 

カ. その他必要なもの 

① 乙は、作業計画書の内容に変更が生じた場合にはその都度、原則として当該作業に

着手する前に変更に関する事項について変更計画書を提出しなければならない。 

② 乙が項目、内容その他について補足を求めた場合は、追記した作業計画書を提出し

なければならない。 

(2) 月間作業実施報告書 

ア. 乙は、月毎に作業当該月の翌月初めに、作業実施の結果を、建築保全業務報告書様式

に従って記入し甲に提出する。 

イ. 月間作業報告書には、「6. 業務の内容」に示す3種の業務種別に分別して作業実績、

結果を記載すること。 

ウ. 主要な機械設備定期点検作業については、実施時の写真を工程毎に撮影し、工種、内

容等を記入の上整理し、月間作業実施報告書に添えて提出すること。 

(3) その他の報告 

ア. 作業実施において対象設備、機器の機能に異常がある場合、または劣化が発見された

場合には、随時速やかに甲に報告すること。なお、必要に応じ劣化状況を示す写真及

び図面を提出すること。 

イ. 乙は月間作業実施報告書とは別に、毎日運転日誌を記録作成し、翌週の初めに一週間

分を甲に提出する。 

ウ. その他必要なもの、緊急を要するものは、その都度提出する。 

 

10. 勤 務 体 制 

(1) 乙は、業務実施にあたり常にその機器の目的、性能を把握し操作、点検調整を確実に実施

できる熟練した技術者を作業従事者として派遣し、責任を持てる体制で業務を施工するも

のとする。 

(2) 技術者とはその内容に応じ必要な知識及び技能を有するもので、取扱い機器に関連する国

家免許及び技術講習修了者若しくは同等以上の技能を有する者をいう。 

(3) 業務体制において乙は、常駐作業従事者及び統括責任者ならびに資格者を本委託業務に割

当てることができる。 

(4) 統括責任者が現場を離れるときは、常に所在場所を明らかにしておくとともに、代行者を

指定し甲に報告するものとする。 

(5) 常駐者の勤務体制 

ア. 勤務日・勤務者数、勤務時間等の勤務割は、甲の貸館状況、業務内容に応じ、当該月

の前月に甲乙協議の上決定することを原則とし、乙は必要に応じ第1種電気工事士資

格者1名を勤務させなければならない。 

イ. 通常勤務時間は、午前8時15分から午後9時15分とする。 

ウ. 通常勤務時間外の貸館が可能なことから、甲は通常時間外勤務を要請する場合がある。 

エ. 年間の勤務形態は以下を原則とする。 

ⅰ）通常開館日の通常勤務時間における勤務 

① 勤務時間と勤務者数 

  午前8時15分～午後1時        ；2名以上 

  午後1時    ～午後5時15分      ；2名以上 

  午後5時15分～午後9時15分      ；1名以上 

② 中央監視室の監視、操作勤務 

     常時1名の勤務員が中央監視室における監視、操作勤務についていることを 

原則とする。 

③ 巡視、点検、整備、修理作業 



 本仕様書に記載する館内各施設、設備の巡視、点検、整備、修理作業は、②の 

中央監視室での常時監視、操作業務に支障のないよう、計画的に行うものとする。 

      ⅱ）大規模利用日、月例点検日及び通常勤務時間外の勤務 

        貸館状況や業務内容に応じ、通常開館日や通常勤務時間を超える業務負荷が予測 

される場合も、原則としてア、に記す事前協議により必要な勤務割を計画し実施 

すること。 

      ⅲ）事故発生時の対応 

        管理対象設備の事故発生に伴う応急復旧作業時にも、原則として中央監視室の監 

視、操作勤務は継続実施されること。 

但、1名勤務の時はその限りでない。 

   オ.本仕様書に記載あるいは想定する範囲を大きく超える勤務が発生した場合で、甲乙協議 

の上必要と認められる場合は、本委託契約費用と別に清算するものとする。      

(6) 常駐業務に関すること 

ア. 業務内容については、別記1「設備操作監視管理業務内容」及び甲の担当者の指示に

より施設設備の操作監視、設備管理を遂行すること。 

イ. 設備操作監視管理業務日誌は、週の初めに一週間分を提出すること。これに併せて、

常駐者勤務日報も一週間分を提出すること。 

ウ. 通常勤務時間外においても設備に異常が発生した場合は、早急に現場に到達し復旧に

努めるとともに甲にその状況を連絡すること。また常時甲と連絡ができるようにして

おくこと。 

エ. 服務規律を遵守し、業務に適する作業服、名札の着用、責任と節度を持ち来客の対応

には十分留意すること。 

オ. 事務室として、中央監視室及び機械室の一部を使用し、中央監視室、電気室、機械室

等は、機器の保全上常に整理、整頓、清掃を行うこと。 

カ. 業務施行上必要な事務用品及び消耗品は本業務に含まれるものとする。 

キ. 「常駐者（技術者）」の変更は次による。 

① 変更する場合は、事前に甲の承認を得ること。 

② 新たに変更するときは、業務に対する研修終了後行うこと。 

③ 甲が不適切と認めるときは、誠意を持って変更すること。 

 

11. 業務上の義務 

(1) 乙は、業務行程表に示された作業量に対し十分対応できる機械器具を準備し、作業を行う

ものとするが、作業場、甲が所有する特殊工具等の必要がある場合、甲はこれを認め、使

用することについて拒まないものとする。 

(2) 乙は、業務実施中において当該設備に障害等を発見、発生したときは、直ちに甲に発生原

因及び経過等の内容について報告し、次の処置を行わなければならないものとする。 

ア. 本業務に起因して、甲の管理する構造物及び機器等に損傷等を与えた場合は、乙の負

担で甲の指示に従い修理又は取替えを行うものとする。 

イ. 本業務に関わる施設、機器の監視操作時あるいは点検時に補修、修繕の必要ある物を

発見したときは、甲が別途指示するが、軽微な修繕（補修塗装を含む）については乙

の負担で実施するものとする。 

ウ. 本業務に関わりのない機器等で障害等を発見したときは、甲の指示を仰ぐものとする。 

(3) 乙は、常に作業環境の整備を行い、作業現場内及び公衆の出入りする場所での作業につい

ては、周囲に不快感を与えないよう整理整頓し清潔に保たなければならない。なお、点検

作業により生じた不用物は甲の指示により適切な処理を行うものとする。 

(4) 乙は、業務の遂行上、必要な仮設備を甲の承認を得て施設するものとする。なお、業務完

成後は速やかに撤去し、後片付け、清掃を行うものとする。 

(5) 別途工事が施工される場合は、乙はその工事関係者と協調を図り、全ての工事が円滑に行



われるよう協力するものとする。 

(6) 疑義のある場合は甲と協議の上、決定するものとする。 

 

12. 安 全 管 理 

(1) 車両、重機その他作業機器は使用に先立って始業点検を行い、安全を確認した上で使用す

るものとする。 

(2) 作業従事者は必要な場合は必ず安全保護具等を着用して作業にあたるものとする。 

(3) 統括管理責任者は常に作業員に対し作業指揮はもとより、作業態度、服装、安全具の使用

等指揮監督を行うものとする。 

(4) 乙は、作業に先立ち下記事項等について甲と協議し、必要により表示等の処置を行うもの

とする。 

ア. 開閉機器類の操作と禁止標示 

イ. 高低圧等の充電部の注意標示又は立入禁止処置と標示 

ウ. 作業区域標示と立入禁止措置等 

エ. 機器の取扱注意標示 

オ. 危険物標示 

カ. その他必要なもの 

 

13. 点検部品等について 

設計書、仕様書に記載なき場合でも点検において必要とされる消耗品雑材料及び軽微な部品等

は、乙の負担において用意するものとする。 

 

14. 現 場 発 生 品 

乙は、本委託業務において不用品等が発生したときは、調書を作成のうえ提出し、甲の検収を

受けるものとする。検収後は、甲の指示により乙の責任において適正に処理するものとする。

また廃棄物については、関係法規ならびに指針等に従い処理するものとする。 

 

15. 作 業 用 電 力 

本委託業務に必要な電力は、甲が無償で支給するが、方法等については別途協議するものとす

る。ただし、停電を伴う作業については、乙が用意するものとする。 

 

16. 図面等の閲覧 

乙は、本委託業務の範囲に関わり甲が管理する図面、取扱説明書等を閲覧することができるも

のとする。なお、閲覧図書は本業務以外に使用してはならない。 

 

17. 補     則 

(1) 乙は、本仕様書において記載されていない事項については、作業に先立ち甲と打合せを行

い、議事録あるいは打合せ内容を含んだ図面を速やかに提出し、甲の承認を得るものとす

る。 

(2) 設計書、仕様書にない事項であっても機器の保全上当然必要と認められる軽易事項につい

ては、乙の負担においてこれを施工しなければならない。 

 

 

 

 

 

























保安警備管理業務仕様書 

1. 件     名 

三重県サンアリーナ保安警備管理委託業務 

 

2. 委 託 内 容 

本委託業務は、県営サンアリーナの来訪者及び勤務員の安全確保や施設・設備・機器類のなら

びに規律及び風紀を維持し、安全・快適なアリーナ空間を確立するための館内保安警備を主た

る業務とする。 

 

3. 一 般 事 項 

本仕様書は委託契約書に付随する約款の下で適用されるものとする。 

 

4. 契 約 期 間 

委託契約書及び約款に記載する通りとする。 

 

5. 業 務 場 所 

伊勢市朝熊町字鴨谷4383番地の4  三重県営サンアリーナ内 

 

6. 主 要 な 業 務 

(1) 来訪者及び観覧者が安全かつ、快適に観覧できるように館内の秩序維持にあたる。 

(2) 物品、施設等の安全管理、器物損壊の防止及び阻止にあたる。 

(3) 火災発生等の恐れがある状態の早期発見及び、処置ならびに火災の拡大阻止にあたる。 

(4) 搬出入作業者の監視にあたる。 

(5) 立入り禁止区域（箇所）へ立ち入り者の発見及び、処置にあたる。 

(6) 規律、風紀を乱す不良行為、不正行為及び、加害行為等の発見及び、処置にあたる。 

(7) 貸館施設使用後の利用者退館確認、戸締り確認にあたる。 

(8) その他、不測の事態の防止と阻止にあたる。 

(9) その他貸館補助業務（委託者の指示による） 

 

7. 委託業務と警備体制 

(1) 本委託業務は機械警備と警備員による人的警備を含むものとする。 

(2) 機械警備は本委託業務に含まれ、そのための設備、機器の敷設は、本委託業務の中で受託

者が行うものとする。 

(3) 本委託業務に含まれる人的警備は8.(1)に示す通りとし、通常昼間の人的警備は委託者の

勤務員によるものとする。 

(4) 受託者は就役する警備員の名簿を委託者に提出すること。 

(5) 本仕様書に記載のない詳細な業務内容は、別記１「保安警備業務特記仕様書」によるもの

とする。 

 

8. 警 備 配 置 

(1) 人員配置 

ア. 契約期間内（年間）毎日、サンアリーナ内に以下の人員を勤務配置させるものとする。 

① 午後5時から午後9時まで   1名 

② 午後9時から翌日午前7時まで 2名 

③ 午前7時から午前9時まで   1名 

イ. 上記アと別に、年末年始に6日間、以下の人員を特別勤務配置させるものとする。 

① 午前9時から午後5時まで   1名 



(2) 機械警備 

ア. 終日24時間機械警備が可能とすること。 

イ. 別記1に添付の「機器配置図」に示される設備・機器が設置されること。 

ウ. 館内各所に設置する各検出器からの異常検出は、1階警備室にて詳細ブロック毎に把

握できるとともに、2階事務管理室及び1階中央監視室においてもそれぞれ異常検出

が総括的に把握できること。 

エ. 1階警備室にて、検出器の配置ブロック毎に機械警備の稼動、解除の操作設定が可能

とすること。 

オ. 警備室に集約される機械警備の異常検出は、電話回線を通じて自動的に受託者の「警

備センター」に通報され、常時遠隔監視されるものとする。 

カ. 異常が発生した場合は、機械遠隔自動通報、警備員電話通報あるいは委託者からの電

話通報に基づき、必要に応じ時間帯に係らず受託者の「警備センター」から支援警備

員が駆けつけるものとする。 

(3) 館外周パトロール 

受託者は、上記の警備員配置及び機械警備と別に、受託者のパトロール車による不定期の

館外周パトロールを実施すること。 

 

9. 警 備 員 業 務 

警備員は勤務中に、警備室での機械警備の監視と別に、以下の業務を行うものとする。 

(1) 館内巡回 

夜間の勤務時間内に３回の館内巡回パトロールを行うこと。 

ア. 火災、盗難等の予防及び早期発見と処置・残業者、残留者の責任者名、人員の確認 

イ. 館における不審徘徊者、不法侵入者、潜伏者の発見と処置・アラーム機器の正常作動

状態の点検と処置 

ウ. 近隣から波及する危険状態の早期発見と処置 

エ. その他館における異常の有無、点検と確認及び非常事態発生の処置 

(2) 出入管理（管理、会議棟） 

本委託業務に含まれる出入管理は、警備員の配置される午後5時から翌日午前9時までと

し、玄関及び職員玄関（通用口）において実施するものとする。 

ア. 玄関の出入者管理 

玄関からの入館者については、下記の者について、入館を制限する処置をとるものと

する。 

① めいてい者等、他人に迷惑となる行為をする恐れのある者 

② 資料、施設等を損傷する恐れのある者 

観覧者以外の業者については、職員玄関（通用口）から入館するよう指示すること。 

イ. 職員玄関（通用口）の出入管理 

① 職員 

職員については、確認による出入管理を行う。 但し、午後8時から翌日午前8時

までの間及び、特別休館日の出入管理については、事前に届出を行うものとし、氏

名及び出入時刻を「職員出入管理簿」に記録する。 

② 訪問者 

訪問者については、訪問先及び用件を確認の上、館担当者に連絡し、その指示に従

う。入館許可者については、訪問者用バッジを貸与、装着させ入館させる。なお、

入・出時刻、訪問先及び用件を「訪問者出入管理簿」に記載する。 

③ 業者 

業者については、次のとおり取り扱うものとする。作業入館者については、予め委

託者が証する「用務届」が提出された場合に限り、用務届に記載された氏名と身分

証明書等を照合、確認の上、業務用バッジを貸与、装着させ入館させる。なお、入・



出時刻を「業務出入管理簿」に記載する。予め「用務届」が提出されていない業者

については、用務を確認の上、委託者担当者に連絡し、その指示に従う。なお、入

館許可者については「用務届」の提出があった業者と同様に取り扱う。 

④ 官公署職員 

緊急事態発生時の警察、消防署関係者以外は、前記訪問者の入館手続きに準ずる。 

⑤ 入館を拒否する者 

・用件及び訪問先を明らかにせず入館しようとする者 

・正規の手続きを経ず入館しようとする者 

・身分が明らかでなく不審と認められる者 

・委託者から指示のある者 

ウ.物品の搬出入管理 

① 館より物品の持ち出しは、職員、関係者の何れを問わず、所定の持ち出し許可書が

ない限り禁止する。 

② 夜間及び早期の物品の搬出入は、必ず品名、数量の点検を行い、搬出入者が搬出入

を行う場合には「物品搬出入簿」に記録する。 

③ 各種作業のため入館する業者の搬出入については 

・工事に使用する物品については、持ち込みは許可するが、工事に不必要な物品に

ついての持ち込みは禁止する。 

・工事終了後の物品の搬出は、点検、確認のうえ許可する。 

・引火性、油脂等の危険物の持ち込みは、作業に使用し、かつ委託者の 持ち込み

許可のある場合に限り許可する。 

(3) 受付管理 

ア. 郵便物、新聞等の受領、夜間の電話の用件記録。 

イ. 遺失物、拾得物の受付処理は、委託者担当者と協議のうえ処理する。 

ウ. 鍵の保管管理については、「鍵貸出管理簿」に貸受者名、目的、取扱警備員名、貸出時

間、返却時間を記入し、管理を確実に期す。 

 

10. 緊急連絡及び処置 

(1) 火災 

ア. 火災発生時には、直ちに消防署に通報するとともに委託者の責任者及び警備センター

へ通報する。 

イ. 消防車到着まで、在館者の安全誘導を図るとともに、初期消火作業に従事する。 

ウ. 発見が早期で消火可能と判断した場合は、周辺の応援を求め、消火作業をする。なお、

上記消火作業は、委託者の自衛消防組織の協力体制において行う。 

(2) 盗難、破壊侵入等 

盗難、破壊侵入等の場合は、可能な限り現場保存に努め、警備センター、警察署及び、委

託者の緊急連絡先に通報し、必要な処置を行う。 

(3) その他緊急時 

その他の緊急時には、警備センター、関係各所及び館の緊急連絡先に通報し、直ちに必要

な処置を行う。緊急を要しない事項については、その都度処置をとり、警備日誌に細部を

記録し報告する。 

 

11. 報告、引継 

(1) 警備日誌、各入館者名簿を毎日委託者責任者に報告する。 

(2) 郵便物、新聞は毎日、委託者担当者へ提出する。 

(3) 荷受台帳により受領した物品は、必要の都度、委託者担当者へ提出する。 

 

12. 特記事項１ 



本契約は1年間としているが、委託者は、委託者がサンアリーナの指定管理者である間は格段

の事情がない限り毎年契約を更新することを受託者に約束するものとする。ただしこの場合、

契約金額、契約条件については委託者及び受託者が協議し決定するものとする。 

 

13. 特記事項２ 

前項に記載する格段の事情等により本契約が翌年度に更新されない場合、受託者は本契約期間

内に機械警備のための設備・機器及び配線を受託者の負担で撤去するものとする。ただし、委

託者と受託者が協議のうえ撤去条件を変更する場合はこの限りでない。 

 

 



 

別記１ 

保安警備業務特記仕様書 

 

1. 件     名  三重県サンアリーナ保安警備業務委託 

 

2. 業 務 場 所  三重県伊勢市朝熊町4383番地－4 

 

3. 機器設置場所  同上 

 

4. 施 工 工 程  別紙あり  

 

5. 主な業務内容 

(1) 常駐警備員 

ア. 勤務時間 

通  常 
17：00 ～ 9：00 （365日） 1名 

21：00 ～ 7：00 （365日） 1名 

年末年始 9：00 ～ 17：00 （  6日 ） 1名 

イ. 勤務内容 

保安警備業務仕様書に記載するとおりとする。 

ウ. 勤務場所 

サンアリーナ内 警備室 

エ. 巡回内容 

保安警備管理業務仕様書に記載するとおりとする。但し特別警戒の場合は状況に応じ警備の強化を実行するものとする。パトロール中の装備品と

しヘルメット、懐中電灯、警棒、無線機を所持するものとする。 

オ. 特別警戒 

パトロール開始5分前に伊勢支社（警備管理センター）に連絡し開始を伝える、終了時の報告も同様とする。中間ポイント地点で、警備室との無

線連絡を行いお互いの状況確認を行うものとする。 

カ. 施設内巡回時間 

通   常 

22：00 ～ 22：30 

計3回 

24：00 ～ 24：30 

2：00 ～  2：30 

特別警戒中 

9：15 ～  9：55 

 

 

 

計5回 

22：00 ～ 22：40 

24：00 ～ 24：40 

2：00 ～  2：40 

4：00 ～  4：40 

※2名内1名が警備室内で待機のうえ、1名が巡回を行う。 

キ. 施設外巡回（施設内常駐者以外の警備員が行うものとする） 

通   常 0：00 ～  4：00 の間に1回 

特別警戒 22：00 ～  5：00 の間に3回 

 

(2) 機械警備 

ア. 設置機器名所 

オンラインセキュリティーシステム 

イ. 設置場所 

別紙図面あり 

ウ. 機材数量 

大型制御盤（50ch区分操作可） 

一括警報灯 

ＢＵＳラインシステム 

パッシブセンサー（BUS－6612） 

マグネットスイッチ（MG－103S） 

シャッターセンサー（BUS－S3） 

通報器（オリジナル・オンラインシステム） 

電気錠制御装置 

電気錠 

その他、接続機器 

1台 

3台 

 

109台 

32台 

1台 

1台 

1台 

2台 



 

エ. 制御盤仕様 

￭ 大型制御盤 

警備室に設置し、50chに区分分けされた表示灯に警戒中の場所・発報した場所がすべて表示され、警戒・解除が行えるもの。 

￭ 一括警報灯 

警備室、事務職員室および中央監視室にそれぞれ設置し、１箇所以上の異常検出時に一括して警報表示・音を出せるもの。表示・音の解除は、

警備室の大型制御盤でのみ行うものとする。 

オ. 機器保守 

機器の点検・トラブルについては、警備会社がおこなうものとする。誤報が合った場合は、早急に警備会社に連絡し確認してもらうものとする。 

 

(3) 駆け付け警備員 

ア. 駆け付け内容 

アリーナ内から警備監視センター（伊勢支社）へ発報信号を受信したとき、警備員待機所より警備員2名が出動し、アリーナ内に夜間常駐する

警備員あるいは昼間の委託者管理員に状況を確認しつつ現場に急行するものとする。到着の際状況に応じ警察・消防署等に連絡し、必ず警備セ

ンター・常駐警備員・委託者管理員に報告を行うものとする。 

イ. 警備体制  

人数 2名（日中1名） 365日 

時間 24時間 365日 

オンラインシステム管理 24時間 365日 

ウ. 発報時の駆け付け時間 

アリーナから警備司令センター（伊勢支社）までの通報

信号 
常時  5秒～20秒 

警備司令センターから警備員待機室連絡・出動まで 常時  7秒～10秒 

警備員待機室から現場（アリーナ発報場所）まで 

（この間に発報場所の正確な場所を確認する） 

日中 10分～15分 

夜間  5分～ 7分 

エ. 侵入者・火災時の処理方法 

警備業法に定められている対応方法で安全で無理のないようにスムーズに処理にあたるものとする。 

 

 

自動電話交換装置保守点検業務仕様書 

 

1. 件     名 

三重県サンアリーナ自動電話交換装置保守点検委託業務 

 

2. 委 託 内 容 

本委託業務は、県営サンアリーナの施設に設置されている自動電話交換装置、各電話機、関連設備ならびに電話配線系の保守点検を行うものである。本

委託業務は、本仕様書及び別紙の特記仕様書に従いこれを履行しなければならない。 

 

3. 一 般 事 項 

本仕様書は委託契約書に付随する約款の下で適用されるものとする。 

 

4. 契 約 期 間 

委託契約書及び約款に記載するとおりとする。 

 

5. 業 務 場 所 

伊勢市朝熊町字鴨谷4383番地の4  三重県営サンアリーナ内 

 

6. 業務の内容 

乙は、この仕様書及び別記1「特記仕様書」に基づき、甲の指示監督に従い委託業務を実施するものとする。 

保守物件（電話交換設備） 

・電子交換機（CX－9000IP型） 1台 

・多機能電話機（HI－24D－TELSD） 23台 

・多機能電話機（HI－24D－TELPF） 3台 

・ＤＳＳ装置（多機能電話機に含まれる） 8台 

・一般電話機（HIT－E5） 67台 

・一般電話機（HI－W2） １台 

・その他同様設備に付帯する装置 

（特記仕様書別表－１に基づく機器 
一式 



 

 

7. 本委託業務の執行にあたっては、必要な技能及び資格を有する技術者を就役させなければならない。 

 

8. 本委託業務の保守点検は、特記仕様書別表1に示す点検内容と点検周期で実施するものとするほか、故障等により、甲から指示があったときは、乙は直

ちに適切な処置を行うものとする。 

 

9. 各機械のヒューズ等の消耗品の取替は、乙の負担とする。ただし、バッテリーに関してはこの限りでない。 

 

10. 乙は甲に保守管理、点検報告書を提出するものとする。 







 

周辺緑地維持管理業務仕様書 

 

1. 件     名 

三重県サンアリーナ周辺緑地維持管理委託業務 

 

2. 委 託 内 容 

本委託業務は、県営サンアリーナの来館者が快適に過ごせるように空間、景観を確保するための、建物周辺敷地内緑地の維持管理を主たる業務とする。 

 

3. 一 般 事 項 

本仕様書は委託契約書に付随する約款の下で適用されるものとする。 

 

4. 契 約 期 間 

委託契約書及び約款に記載する通りとする。 

 

5. 業 務 場 所 

伊勢市朝熊町字鴨谷4383番地の4  三重県営サンアリーナ内 

 

6. 業 務 の 内 容 

「2．委託内容」に記載する目的を達成するため、除草、芝刈り、樹木剪定等を行うものであり、年間を通じ貸館利用状況に応じて別記1「施工内訳表」

に基づき適切に管理すること。 

 

7. 利 用 者 優 先 

乙は、本委託業務を履行するにあたり、来館利用者の安全や利用便宜を阻害しないよう配慮すること。 

 

8. 提 出 書 類 

乙が本委託業務を履行するにあたっては、以下の書類等を提出すること。 

(1) 作業計画書 

乙は、作業当該月の前月末までに、業務履行上の問題点や実施スケジュール等について甲と十分協議を行い、下記事項を記載した作業計画書を作成

し、甲に提出しなければならない。ただし、委託者の指示（承諾）により記載内容を含め一部を省略することができる。 

ア. 作業概要 

イ. 全体行程表 

ウ. 作業工程表 

エ. 作業組織表 

オ. 作業項目、点検項目、点検要領書等 

カ. その他必要なもの 

① 乙は、作業計画書の内容に変更が生じた場合にはその都度、原則として当該作業に着手する前に変更に関する事項について変更計画書を提出

しなければならない。 

② 甲が項目、内容その他について補足を求めた場合は、追記した作業計画書を提出しなければならない。 

(2) 作業実施報告書 

ア. 乙は作業の結果報告書を作成し、甲に提出しなければならない。 

イ. 実施時の写真を工種毎に撮影し、工種、内容等を記入の上整理し、作業実施報告書に添えて提出すること。 

(3) その他の報告 

ア. 設作業実施において対象施設等に不具合や異常が発見された場合、乙は直ちにその旨、甲に報告すること。 

イ. その他必要なもの、緊急を要するものは、その都度提出する。 





 

消防設備保守点検業務仕様書 

 

1. 件     名 

三重県サンアリーナ消防設備保守点検委託業務 

 

2. 委 託 内 容 

本委託業務は、県営サンアリーナの施設に設置されている消防設備及び防火・防煙設備等の保守点検を行うものである。 

 

3. 一 般 事 項 

本仕様書は委託契約書に付随する約款の下で適用されるものとする。 

 

4. 契 約 期 間 

委託契約書及び約款に記載する通りとする。 

 

5. 業 務 場 所 

伊勢市朝熊町字鴨谷4383番地4  三重県営サンアリーナ内 

 

6. 業 務 の 内 容 

乙は、以下の内容に基づき、消防法に定められた保守点検業務を行う。 

(1) 業務範囲及び数量 

ア. 乙は期間内（年）に消防法に定められた定期点検及び保守を行うものとし、点検対象機器は、別添の下記仕様書及び管理対象設備・機器一覧表

に示すとおりとする。 

￭ 別記1 三重県営サンアリーナ消防設備等の概要 

￭ 別記2 消火器管理表 

￭ 別記3 粉末消火設備管理表 

￭ 別記4 消防用水設備管理表 

￭ 別記5 自動火災報知設備・ガス漏れ刑法設備・誘導灯設備管理表 

￭ 別記6 防火戸・排煙設備警戒区域一覧表 

￭ 別記7 シャッター・防煙垂れ幕設備管理表 

イ. 前記ア以外の業務 

管理対象設備・機器に不具合、事故、故障が発見された場合に、甲の指示に従いすみやかに技術者を派遣し、調査、点検、修理を行うこと。 

(2) 業務仕様 

ア. 前項アに記載する機器については「消防法に定められた点検項目（仕様）」により行う。 

イ. 前項イに記載するものについては別途指示する。 

 

7. 行 為 の 禁 止 

(1) 乙は、本工事の施行に当たり、サンアリーナの来客者に迷惑になるような行為をしてはならない。 

(2) 作業の実施に当たっては、施設（機器）が稼働中又は未稼働中にかかわらず、甲の立ち会い又は了解なしに操作又は作業を行ってはならない。 

 

8. 関係法規の遵守 

乙は業務に当たり、約款に規定する法令、規則、規格、その他関係諸法令を遵守し、業務の円滑なる進捗をはかるとともに諸法令の適用は、乙の負担と

責任において行うものとする。 

 

9. 管 理 指 針 値 

点検にあたっての管理指針値（標準値又は許容値）は、乙の推奨する標準値、許容値又は製造業者等の規格値も準用するものとする。 

 

10. 提 出 書 類 

乙が本委託業務を履行するにあたっては、以下の書類等を提出すること。 

(1) 作業計画書 

乙は、定期点検実施に先立ち、作業当該月の前月末までに、業務履行上の問題点や実施スケジュール等について甲と十分協議を行い、下記事項を記

載した作業計画書を作成し、甲に提出しなければならない。ただし、甲の指示（承諾）により記載内容を含め一部を省略することが出来る。 

ア. 作業概要 

イ. 全体工程表 

ウ. 作業工程表 

エ. 作業組織表 

オ. 作業項目、点検項目、点検要領書等 

カ. その他必要なもの 



 

① 乙は、作業計画書の内容に変更が生じた場合にはその都度、原則として当該作業に着手する前に変更に関する事項について変更計画書を提出

しなければならない。 

② 甲が項目、内容その他について補足を求めた場合は、追記した作業計画書を提出しなければならない。 

(2) 作業実施報告書 

ア. 乙は、作業実施当該月の翌月初めに、作業実施の結果を、甲に提出する。 

イ. 作業報告書には、「6.（1）イ」に示す緊急作業の結果も記載すること。 

ウ. 主要な機械設備定期点検作業については、実施時の写真を工種毎に撮影し、工種、内容等を記入の上整理し、作業実施報告書に添えて提出する

こと。 

(3) その他の報告 

ア. 作業実施において対象設備、機器の機能に異常がある場合、または劣化が発見された場合には、随時速やかに甲に報告すること。なお、必要に

応じ劣化状況を示す写真及び図面を提出する。 

イ. その他必要なもの、緊急を要するものは、その都度提出する。 

 

11. 業務施行及び管理 

(1) 乙は、業務実施にあたり常にその機器の目的、性能を把握し操作、点検調整を確実に実施できる熟練した技術者及び作業者を派遣するものとする。 

(2) 乙は、技術者及び作業者の中から作業責任者を選定し、責任を持てる体制で業務を行うものとする。 

(3) 乙は、業務工程表に示された作業量に対し十分対応できる機械器具を準備し、作業を行うものとするが、乙は作業上、甲が所有する特殊工具、クレ

ーン等の必要がある場合、甲はこれを認め、使用することについて拒まないものとする。なお、甲がその使用機械器具類が不適当と認めたものは使

用してはならない。 

(4) 乙は、業務実施中において当該設備に障害等を発見（生）したときは、ただちに甲に発生原因及び経過等の内容について報告し、次の処置を行わな

ければならないものとする。 

ア. 本業務に起因して、甲の構造物及び機器等に損傷等を与えた場合は、乙の負担で甲の指示に従い修理又は取り替えを行うものとする。 

イ. 本業務に関わる機器の点検結果、補修、修繕の必要ある機器等を発見したときは、甲が別途指示するが、軽微（補修塗装を含む）なものについ

ては乙の負担で実施するものとする。 

ウ. 本業務に関わりのない機器等で障害等を発見したときは、甲の指示を仰ぐものとする。 

(5) 乙は、既設構造物を汚損又はこれらに損傷を与える恐れがあるときは適切な養生を行うものとする。 

(6) 乙は、常に作業環境の整備を行い、作業現場内及び公衆の出入りする場所での作業については周囲に不快感を与えないよう整理整頓し清潔に保たな

ければならない。 

(7) 乙は、業務の遂行上、必要な仮設備を甲の承認を得て設置するものとする。業務完成後は、速やかに撤去し、後片づけ、清掃を行うものとする。な

お、点検作業により生じた不用物は甲の指示により適切な処理を行うものとする。 

(8) 別途工事が施工される場合は、乙はその工事関係者と協調をはかり、全ての工事が円滑に行われるよう協力するものとする。 

(9) 疑義のある場合は甲と協議のうえ決定するものとする。 

 

12. 安 全 管 理 

(1) 車両、重機その他作業機器は使用に先立って始業点検を行い、安全を確認した上で使用するものとする。 

(2) 作業従事者は必要な場合は必ず安全保護具を着用して作業にあたるものとする。 

(3) 乙の作業責任者は、統括管理責任者と協力し、常に作業員に対し作業指揮はもとより、作業態度、服装、安全具の使用等指揮監督を行うものとする。 

(4) 乙は、作業に先立ち、下記事項等について甲と協議し、必要により表示灯の処置を行うものとする。 

ア. 開閉機器類の操作と禁止標示 

イ. 高低圧等の充電部の注意標示又は立入禁止処置と標示 

ウ. 作業区域標示と立入禁止措置等 

エ. 機器の取扱注意標示 

オ. 危険物標示 

カ. その他必要なもの 

 

13. 点検部品、交換等について 

本委託業務において必要とされる消耗品雑材料及び軽微な部品等は、乙の負担において用意するものとする。 ただし、通常点検、保守による当該設備

の性能、機能維持水準を大きく超える事故、故障の修理の場合あるいは機器の経年劣化に伴い消耗品が大量に発生する場合は、甲及び乙は、誠意を持っ

て協議し負担方法を決定するものとする。 

 

14. 現 場 発 生 品 

甲は、本委託業務において不要品等が発生したときは、調書を作成のうえ提出し、甲の検収を受けるものとする。検収後は、甲の指示により乙の責任に

おいて適正に処理するものとする。また、廃棄物については、関連法令及び指針に従い処理するものとする。 

 

15. 作 業 用 電 力 

本委託業務に必要な電力は、甲が無償で支給するが、方法等については別途協議するものとする。ただし、停電を伴う作業については、乙が用意するも

のとする。 

 



 

16. 図面等の閲覧 

乙は、本委託業務の範囲に関わり甲が管理する図面、取扱説明書等を閲覧することができるものとする。なお、閲覧図書は本業務以外に使用してはなら

ない。 

 

17. 補     則 

(1) 乙は、本仕様書において記載されていない事項については、作業に先立ち甲と打合せを行い、議事録あるいは打合せ内容を含んだ図面を速やかに提

出し、甲の承認を得るものとする。 

(2) 設計書、仕様書にない事項であっても機器の保全上当然必要と認められる軽易事項については、乙の負担においてこれを施工しなければならない。 





















 

￭ 別記1 点検整備機器一覧表 

￭ 別記2 点検項目仕様 

イ. 上記ア項以外の業務 

管理対象設備・機器に不具合、事故、故障が発見された場合に、甲の指示に従いすみやかに技術者を派遣し、調査、点検、修理を行うこと。 

(2) 業務仕様 

ア. 前項アに記載する点検については、関連法規に定められた頻度と内容により行う。 

イ. 特に非常用発電機関係及び非常照明用蓄電池関係は、消防法に基づく法定点検を当該契約期間内に2回実施すること。 

ウ. 前項イに記載するものについては、別途指示する。 

 

7. 行 為 の 禁 止 

(1) 乙は、本工事の施行に当たり、サンアリーナの来客者に迷惑になるような行為をしてはならない。 

(2) 作業の実施に当たっては、施設（機器）が稼働中又は未稼働中にかかわらず、甲の立ち会い又は了解なしに操作又は作業を行ってはならない。 

 

8. 関係法規の遵守 

乙は業務に当たり、約款に規定する法令、規則、規格、その他関係諸法令を遵守し、業務の円滑なる進捗をはかるとともに諸法令の適用は、乙の負担と責

任において行うものとする。 

 

 

9. 管 理 指 針 値 

点検にあたっての管理指針値（標準値又は許容値）は、乙の推奨する標準値、許容値又は製造業者等の規格値も準用するものとする。 

 

10. 提 出 書 類 

乙が本委託業務を履行するにあたっては、以下の書類等を提出すること。 

(1) 作業計画書 

定期点検実施に先立ち、作業当該月の前月末までに、業務履行上の問題点や実施スケジュール等について甲と十分協議を行い、下記事項を記載した作

業計画書を作成し、甲に提出しなければならない。ただし、甲の指示（承諾）により記載内容を含め一部を省略することが出来る。 

ア. 作業概要 

イ. 全体工程表 

ウ. 作業工程表 

エ. 作業組織表 

オ. 作業項目、点検項目、点検要領書等 

カ. その他必要なもの 

① 作業計画書の内容に変更が生じた場合にはその都度、原則として当該作業に着手する前に変更に関する事項について変更計画書を提出しなけれ

ばならない。 

② 甲が項目、内容その他について補足を求めた場合は、追記した作業計画書を提出しなければならない。 

(2) 作業実施報告書 

ア. 作業実施当該月の翌月初めに、作業実施の結果を、甲に提出する。 

イ. 作業報告書には、「6.(1)イ」に示す緊急作業の結果も記載すること。 

ウ. 主要な機械設備定期点検作業については、実施時の写真を工種毎に撮影し、工種、内容等を記入の上整理し、作業実施報告書に添えて提出するこ

と。 

(3) その他の報告 

ア. 作業実施において対象設備、機器の機能に異常がある場合、または劣化が発見された場合には、随時速やかに甲に報告すること。なお、必要に応

じ劣化状況を示す写真及び図面を提出する。 

イ. その他必要なもの、緊急を要するものは、その都度提出する。 

 

11. 業務施行及び管理 

(1) 乙は、業務実施にあたり常にその機器の目的、性能を把握し操作、点検調整を確実に実施できる熟練した技術者及び作業者を派遣するものとする。 

(2) 乙は、技術者及び作業者の中から作業責任者を選定し、責任を持てる体制で業務を行うものとする。 

(3) 乙は、業務工程表に示された作業量に対し十分対応できる機械器具を準備し、作業を行うものとするが、乙は作業上、甲が所有する特殊工具、クレー

ン等の必要がある場合、甲はこれを認め、使用することについて拒まないものとする。なお、甲がその使用機械器具類が不適当と認めたものは使用し

てはならない。 

(4) 乙は、業務実施中において当該設備に障害等を発見（生）したときは、ただちに甲に発生原因及び経過等の内容について報告し、次の処置を行わなけ

ればならないものとする。 

ア. 本業務に起因して、甲の構造物及び機器等に損傷等を与えた場合は、乙の負担で甲の指示に従い修理又は取り替えを行うものとする。 

イ. 本業務に関わる機器の点検結果、補修、修繕の必要ある機器等を発見したときは、甲が別途指示するが、軽微（補修塗装を含む）なものについて

は乙の負担で実施するものとする。 

ウ. 本業務に関わりのない機器等で障害等を発見したときは、甲の指示を仰ぐものとする。 

(5) 乙は、既設構造物を汚損又はこれらに損傷を与える恐れがあるときは適切な養生を行うものとする。 



 

(6) 乙は、常に作業環境の整備を行い、作業現場内及び公衆の出入りする場所での作業については周囲に不快感を与えないよう整理整頓し清潔に保たなけ

ればならない。なお、点検作業により生じた不用物は甲の指示により適切な処理を行うものとする。 

(7) 乙は、業務の遂行上、必要な仮設備を甲の承認を得て設置するものとする。業務完成後は、速やかに撤去し、後片づけ、清掃を行うものとする。 

(8) 別途工事が施工される場合は、乙はその工事関係者と協調をはかり、全ての工事が円滑に行われるよう協力するものとする。 

(9) 疑義のある場合は甲と協議のうえ決定するものとする。 

 

 

12. 安 全 管 理 

(1) 車両、重機その他作業機器は使用に先立って始業点検を行い、安全を確認したうえで使用するものとする。 

(2) 作業従事者は必要な場合は必ず安全保護具を着用して作業にあたるものとする。 

(3) 乙の作業責任者は、統括管理責任者と協力し、常に作業員に対し作業指揮はもとより、作業態度、服装、安全具の使用等指揮監督を行うものとする。 

(4) 乙は、作業に先立ち、下記事項等について甲と協議し、必要により表示灯の処置を行うものとする。 

ア. 開閉機器類の操作の禁止標示 

イ. 高低圧等の充電部の注意標示又は立入禁止処置と標示 

ウ. 作業区域標示と立入禁止措置等 

エ. 機器の取扱注意標示 

オ. 危険物標示 

カ. その他必要なもの 

 

13. 点検部品、交換等について 

本委託業務において必要とされる消耗品雑材料及び軽微な部品等は、乙の負担において用意するものとする。ただし、通常点検、保守による当該設備の性

能、機能維持水準を大きく超える事故、故障の修理の場合あるいは機器の経年劣化に伴い消耗品が大量に発生する場合は、甲乙が誠意を持って協議し、負

担方法を決定するものとする。 

 

14. 現 場 発 生 品 

乙は、本委託業務において不要品等が発生したときは、調書を作成のうえ提出し、甲の検収を受けるものとする。検収後は、甲の指示により乙の責任にお

いて適正に処理するものとする。また、廃棄物については、関連法令並びに指針に従い処理するものとする。 

 

15. 作 業 用 電 力 

本委託業務に必要な電力は、甲が無償で支給するが、方法等については別途協議するものとする。ただし、停電を伴う作業については、乙が用意するもの

とする。 

 

16. 図面等の閲覧 

乙は、本委託業務の範囲に関わり甲が管理する図面、取扱説明書等を閲覧することができるものとする。なお、閲覧図書は本委託業務以外に使用してはな

らない。 

 

 

17. 補    則 

(1) 乙は、本仕様書において記載されていない事項については、作業に先立ち甲と打合せを行い、議事録あるいは打合せ内容を含んだ図面を速やかに提出

し、甲の承認を得るもととする。 

(2) 設計書、仕様書にない事項であっても機器の保全上当然必要と認められる軽易事項については、乙の負担においてこれを施行しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

別記２ 

点検項目仕様 

 

本節で記載する点検機器は次のとおりとする。 

 

キュービクル 閉鎖配電盤・計装盤・補助継電器盤・コントロール・現場盤・監視盤等 

高圧遮断器 ガス遮断器・磁気遮断器・真空遮断器・油入遮断器 

高圧電磁接触

器 

電磁接触器・真空接触器 

高圧負荷開閉

器 

開閉器・電力ヒューズ 

断路器 断路器 

変圧器 油入・モールド・乾式 

計器用変成器 変流器・計器用変圧器 

進相コンデン

サー 

コンデンサー・リアクトル 

避雷器 避雷器 

保護継電器 過電流・過電圧・地絡・地絡方向 

指示計 一般（電圧計・電流計・力率計・周波数計等） 

非常用電源装

置 

始動装置・ガスタービン機関・発電機・発電機盤 

碍子、母線、ケ

ーブル 

碍子・母線・電力ケーブル 

接地線 接地線 

防災用発電機 始動装置・ディーゼルエンジン・発電機・発電機盤・燃料タンク 

一般電気工作

物 

監視カメラ設備 

電気時計設備 

テレビ共同受信設備 

インタホン設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




















